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2024年度臨時拡大県本部労働条件担当者会議 

次    第 

１. 開  会 10：00 

２. 本部あいさつ

３. 協議・報告事項

(１) 地方の実態と自主性を尊重した給与制度を求める取り組みについて

（２） 2024年度診療報酬改定による賃上げの取り組みについて

（３） 2024年度自治体賃金等制度調査の実施について

４. 閉  会 12：00 



地方の実態と自主性を尊重した給与制度を求める取り組みについて 

１．地方公務員給与をめぐる現状 

（１） いま、自治体では、民間との人材獲得競争が激化する中、採用試験の

応募者の減少や技術職員をはじめとした専門人材の不足などが大きな課題と

なっています。行政サービスが多様化・複雑化する中、質の高い公共サービ

スを提供するために人材の確保は喫緊の課題となっています。

30 年にわたる長期のデフレ下から、物価上昇と賃上げへとシフトチェンジ

するなかで、公務労働者の賃上げについても初任給水準を中心に社会的に容

認する雰囲気が醸成されており、かつて給与構造改革や総合的見直しが行わ

れた状況とは異なっています。  

 他方で、コロナ禍において行き過ぎた市場化やエッセンシャルワーカーの

低処遇が社会的なセーフティネットを危うくしている実態が露呈したこと

や、度重なる自然災害も相まって、公共サービスの重要性とそこに働く労働

者の処遇の必要性も広く認識されました。 

（２） 地方公務員給与はこの間、給与構造改革と総合的見直しにより、給料

表が全体で約 6.8％引き下げられ、地域手当非支給地については給与水準の

引き下げに直結しました。さらに地方公務員は全国で同様の職務を行ってい

るにも関わらず、地域手当の支給割合に０～20％もの大きな格差が生じてい

ることも問題です。 

 また、現行の指定基準では、一体的な生活圏を持つ近隣自治体間において

も支給割合に格差があるため、人材確保に支障をきたすとともに人材流出の

要因にもなっています。 

２．人事院の給与制度見直しと総務省の対応 

（１） 人事院は、2023 年人事院勧告時の公務員人事管理に関する報告の中

で、「社会と公務の変化に応じた給与制度の整備」の骨格案を示し、2024 年

夏の勧告にむけて検討を進めるとしました。 

 その内容は、①人材確保への対応として、初任給近辺の俸給月額引き上

げ、係長～上席補佐層（行（一）３級～７級）の俸給の最低水準引き上げ、

勤勉手当の成績率上限の引き上げ等、②組織パフォーマンスの向上策とし

て、本省課室長級（行（一）８級以上）の俸給体系見直し、地域手当の大括

り化等、③働き方の多様化への対応として、扶養手当の見直し等となってい

ます。 

（２） 総務省は 2023 年 11 月、国の給与制度の見直しに対して、地方独自の
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課題や地域の実態を踏まえた検討を行うため、「社会の変革に対応した地方

公務員制度のあり方に関する検討会」の下に給与分科会を設置しました。分

科会は、４月に中間報告、８月下旬に最終報告を出す予定としています。 

３．給与制度見直しに対する評価と取り組みの進め方に関する基本的な考え方 

(１) 給与制度見直しの目的とされている人材確保の必要性は国家公務員、地

方公務員に共通する課題であり、自治労としても新規採用者、若手職員の処

遇改善については必要だと認識しています。しかし、一部のキャリア優遇の

措置事項が多く、中堅層以上の組合員層にはメリットが感じられるものにな

っていないこと、成績優秀者にメリットが偏向していることは問題だと捉え

ています。 

（２）給与制度見直しの内容については多岐にわたることから、課題によって

人事院に対する要求と総務省に対する要求を切り分けて対応することとしま

す。 

（３）対人事院については公務員連絡会が交渉主体となるため、公務員連絡会

に結集して取り組みます。ＧＷ明けとされている措置事項案の提示を受け、

人勧期をヤマ場とした取り組みを提起します。具体的取り組みについては、

公務員連絡会での議論を受けてあらためて提起します。 

（４）対総務省については国公準拠からの切り分けを重点に、公務労協地方公

務員部会とも連携しながら主体的に取り組みます。 

４．対総務省の取り組みに関する考え方 

（１） 人事院は地域手当について、異動の円滑化の観点から現行市町村単位で

定められている地域手当の支給区分を大括り化する方向で検討していますが、

大括りにして支給割合を平準化するということは、自治体によって現行の支

給割合から増減が生じることになります。また、地域手当の指定基準の基礎

となる賃金センサスのデータが更新されることによる影響も懸念されます。 

 自治労は、地域の実情は様々であることから、国の見直し内容をそのまま地

方に適用するのではなく、支給割合を地域の判断で独自に設定できるように

すべきだと考えます。

 そこで、人事院が検討している「社会と公務の変化に応じた給与制度の整備」

の具体化にあたっては、国の制度変更に準じた扱いを自治体に求めないよう

総務省に対して要請します。 

（２） そもそも地方公務員の給与は、地方自治の本旨と地方分権の理念に基づ

き、各自治体における労使交渉を踏まえて決定されるべきものだと考えます

が、総務省はこの間、給与制度（給料表の構造や手当の種類・内容等）は国家
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公務員の給与制度を基本とするべきとしてきました。 

 地域手当についても、この考え方に沿って、「国における地域手当の指定基

準に基づき、支給地域及び支給割合を定めることが原則である」として助言・

指導がされてきました。しかしながら、（１）で示したように、地域の実情は

様々であるため、支給割合を地域の判断で設定できるような制度とすべきと

考えます。 

 さらに、地域手当にとどまらず、人材確保・人材流出防止のために初任給基

準の引き上げや初任給調整手当の支給、資格手当や地方公務員に特有の業務

に対する手当支給など、地方の実態と自主性を尊重した柔軟な対応を可能と

するよう、総務省に求めます。 

（３） 現在、地域手当等を国の基準より高く支給している自治体は、財政状況

に余裕があると見なされ、特別交付税を減額されるというペナルティ的な措

置が取られています。自治労は、このような措置は自治体の給与決定に対す

る介入・制裁であると考えています。地域手当の支給割合を地方独自に設定

できるよう求めることと合わせて、この制裁措置の撤廃を総務省に求めます。 

５．地方の実態と自主性を尊重した給与制度を求める取り組み 

（１） 前項の考え方を踏まえ、地方の実態と自主性を尊重した給与制度を求

めて総務省に下記の３点を要請します。 

① 人事院が検討している「社会と公務の変化に応じた給与制度の整備」

の具体化にあたっては、国の制度変更に準じた扱いを自治体に求めない

こと。 

② 現行、給与制度については、国家公務員の給与制度を基本とすべきと

されているが、地方の実態と自主性を尊重した柔軟な対応を可能とする

こと。 

③ 国基準を上回る手当を支給したことによる特別交付税の減額措置につ

いては撤廃すること。 

（２） 県本部・単組は、次の通り取り組みます。

① 県本部・単組は、地方の実態と自主性を尊重した給与制度を求める取

り組みについての学習会を行うとともに、対総務省署名行動に取り組み

ます。 

② 県本部・人事委員会設置自治体単組は、給与制度の見直し、とりわけ

地域手当について、地域の実情に応じた制度とするよう、６月から人事

委員会と協議をはじめ、人事委員会勧告にむけて交渉を積み上げます。 

③ 県本部は、６月に市長会・町村会、県市町村課要請に取り組みます。

④ 単組は、６月議会にむけて地方自治法 99 条に基づく議会意見書採択
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に取り組みます。 

（３） 本部は、６月中旬に署名の提出と合わせて公務員部長交渉を行いま

す。また、地方三団体に対し、総務省に対して地方の実態と自主性を尊重し

た給与制度を求めるよう要請行動を行います。 

【資料】 

別紙① 地方の実態と自主性を尊重した給与制度を求める対総務省署名行動の

実施について 

別紙② 地方三団体宛「地方の実態と自主性を尊重した給与制度を求める要請

書 

別紙③ 地方財政の充実・強化に関する意見書（モデル案）の特別交付税部分

抜粋 

別紙④ 給与制度見直しにむけた想定スケジュール 

以上 
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別紙① 

地方の実態と自主性を尊重した給与制度を求める 

対総務省署名行動の実施について 

１．目  的： 

 今年の人事院勧告にむけて検討されている給与制度のアップデートにあたり、

改正内容を機械的に地方に下ろすことのないよう求めるとともに、地方の実態

と自主性を尊重した給与制度を可能とするよう求めることを目的として、総務

大臣に対する署名行動を行い、多くの組合員の声を結集し、交渉の後押しとする。 

２．集約日 ： ６月３日（月） 

※臨時拡大労担で確認後、発文発出および署名用紙発送開始

※６月中旬予定の公務員部長交渉に合わせた集約とする

３．要請先 ： 総務大臣 

４．取組目標： 組合員１人につき１枚の署名用紙（５人連記）を配布し、組合

員１人２筆以上の署名を求める。 

５．要請事項： 別紙の通り 

以上 
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総務大臣 様

いま、自治体では、⺠間との人材獲得競争が激化する中、採用試験の応募者の減少や技術
職員をはじめとした専門人材の不足などが大きな課題となっています。行政サービスが多様
化・複雑化する中、質の高い公共サービスを提供するために人材の確保は喫緊の課題ですが、
現行制度では、国家公務員の給与制度を基本とすべきとされており、人材確保・定着のため
に、地域の実態に応じて給与上の工夫を行うことが困難な状況にあります。

そもそも地方公務員の給与は、地方自治の本旨と地方分権の理念に基づき、各自治体にお
ける労使交渉を踏まえて決定されるべきものです。

このため、地方の実態と自主性を尊重した給与制度が実現するよう、以下の事項について
求めます。

１．人事院が検討している「社会と公務の変化に応じた給与制度の整備」の

具体化にあたっては、国の制度変更に準じた扱いを自治体に求めないこと。

２．現行、給与制度については、国家公務員の給与制度を基本とすべきとさ

れているが、地方の実態と自主性を尊重した柔軟な対応を可能とすること。

３．国基準を上回る手当を支給したことによる特別交付税の減額措置につい

ては撤廃すること。  

名  前 住 所 

※記載していただいた個人情報は厳正に取り扱い、この署名以外に使用しません。

（単組名：  ) 

地方の実態と自主性を尊重した 

給与制度を求める署名 

要請項目の解説をこちらからご覧になれます

取り扱い団体：全日本自治団体労働組合（自治労) 
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地方の実態と自主性を尊重した給与制度を求める署名 

要請事項の解説 

＜取り組みの目的＞ 

 いま、自治体では、民間との人材獲得競争が激化する中、採用試験の応募者
の減少や技術職員をはじめとした専門人材の不足などが大きな課題となって
います。行政サービスが多様化・複雑化する中、質の高い公共サービスを提供
するために人材の確保は喫緊の課題ですが、現行制度では、国家公務員の給与
制度を基本とすべきとされており、人材確保・定着のために、地域の実態に応
じて給与上の工夫を行うことが困難な状況にあります。 
 そもそも地方公務員の給与は、地方自治の本旨と地方分権の理念に基づき、
各自治体における労使交渉を踏まえて決定されるべきものです。 
 このため、地方の実態と自主性を尊重した給与制度が実現するよう、以下の
事項について総務省に求める署名に取り組みます。 

＜要請項目１＞ 

１．人事院が検討している「社会と公務の変化に応じた給与制度の整備」の具体

化にあたっては、国の制度変更に準じた扱いを自治体に求めないこと。 

＜解説＞ 

（１）人事院の「社会と公務の変化に応じた給与制度の整備」について

人事院は、2023 年人事院勧告時の公務員人事管理に関する報告の中で、「社
会と公務の変化に応じた給与制度の整備」の骨格案を示し、2024 年夏の勧告
にむけて検討を進めるとしました。 

その内容は、①人材確保への対応として、初任給近辺の俸給月額引き上げ、
係長～上席補佐層（行（一）３級～７級）の俸給の最低水準引き上げ、勤勉手
当の成績率上限の引き上げ等、②組織パフォーマンスの向上策として、本省課
室長級（行（一）８級以上）の俸給体系見直し、地域手当の大括り化等、③働
き方の多様化への対応として、扶養手当の見直し等となっています。 
 人材確保の必要性は国家公務員、地方公務員に共通する課題であり、自治労
としても新規採用者、若手職員の処遇改善については必要だと認識していま
す。しかし一方で、一部のキャリア優遇の措置事項が多く、中堅層以上の組合
員層にはメリットが感じられるものになっていません。また、成績優秀者にメ
リットが偏向していることも問題だと捉えています。
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（２）地域手当について

地域手当に関して、自治労はこの間、 
①地方公務員は全国で同様の職務を行っているにも関わらず、地域手当の支
給割合に０～20％もの大きな格差があること
②現行の指定基準では、一体的な生活圏を持つ近隣自治体間においても支給
割合に格差があるため、人材確保に支障をきたすとともに人材流出の要因と
もなっていること
について問題だとして、改善を求めてきました。

人事院は、給与制度の見直しにあたり、現行では市町村単位で定められてい
る地域手当の支給区分を大括り化する方向で検討していますが、大括りにし
て支給割合を平準化するということは、自治体によって現行の支給割合から
増減が生じることになります。また、地域手当の指定基準の基礎となる賃金セ
ンサスのデータが更新されることによる影響も懸念されます。

自治労は、地域の実情は様々であることから、国の見直し内容をそのまま地
方に適用するのではなく、支給割合を地域の判断で独自に設定できるよう、総
務省に求めます。 

（３）勤勉手当の成績率上限の引き上げ

今回の見直しでは、能力・実績をより反映した処遇を実現するため、人事評
価で「特に優秀」とされた職員に対し、勤勉手当の上限を引き上げることがで
きるよう検討されています。 
 自治労は、一部の成績優秀者のみ処遇をあげることは、かえって組織全体の
パフォーマンスを下げると考えており、導入に反対の立場で人事院に対する
交渉体である公務員連絡会を通じて意見反映を行っています。 
 また、たとえ国で見直しがされたとしても、総務省が自治体への導入を助
言・指導することのないよう求めて取り組みます。 

＜要請項目２＞ 

２. 現行、給与制度については、国家公務員の給与制度を基本とすべきとされ

ているが、地方の実態と自主性を尊重した柔軟な対応を可能とすること。

＜解説＞ 
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 この間、給与制度（給料表の構造や手当の種類・内容等）については、国家
公務員の給与制度を基本とするべきとされています。 
 地域手当についても、この考え方に沿って、「国における地域手当の指定基
準に基づき、支給地域及び支給割合を定めることが原則である」として助言・
指導がされてきました。しかしながら、上記１．の解説で示したように、地域
の実情は様々であるため、支給割合を地域の判断で設定できるような制度と
すべきと考えます。 
 さらに、地域手当にとどまらず、人材確保・人材流出防止のための給与上の
工夫や地方公務員に特有の業務に対する手当支給など、地方の実態と自主性

を尊重した柔軟な対応を可能とするよう、総務省に求めます。

＜要請項目３＞ 

３．国基準を上回る手当を支給したことによる特別交付税の減額措置について

は撤廃すること。 

＜解説＞ 

 特別交付税は、普通交付税では算定できない災害などの特別の財政需要に
対して交付されるものです。しかし、地域手当等を国の基準より高く支給して
いる自治体は、財政状況に余裕があると見なされ、特別交付税を減額されると
いうペナルティ的な措置が取られています。 
 自治労は、このような措置は自治体の給与決定に対する介入・制裁であると
して、ただちに撤廃をするよう求めます。 
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別紙② 

2024年●月●日 

全 国 知 事 会 

様 

全 日 本 自 治 団 体 労 働 組 合 

中央執行委員長 石 上 千 博 

地方の実態と自主性を尊重した給与制度を求める要請書 

日ごろより市民生活の向上にむけ、ご尽力いただいている貴職に敬意を表します。 

  いま、自治体では、民間との人材獲得競争が激化する中、採用試験の応募者の減少や技

術職員をはじめとした専門人材の不足などが大きな課題となっています。行政サービスが

多様化・複雑化する中、質の高い公共サービスを提供するために人材の確保は喫緊の課題

です。 

この間、国家公務員の給与制度改正のたびに地方公務員の賃金水準は低下しており、こ

れが現下の人材確保の困難の原因のひとつであると認識しています。現在、人事院におい

て「社会と公務の変化に応じた給与制度の整備」が検討されていますが、自治体の人材確

保に資する制度とは言えません。人材確保・定着のために給与上の工夫を行えるよう、地

方の実態と自主性を尊重した給与制度の実現を求め、以下の事項について要請します。 

記 

１．人事院が検討している「社会と公務の変化に応じた給与制度の整備」の具体化に

あたっては、制度変更に準じた扱いを自治体に求めることのないよう、国に働きか

けること。 

２．現行、給与制度については、国家公務員の給与制度を基本とすべきとされている

が、地方の実態と自主性を尊重した柔軟な対応を可能とするよう、国に働きかける

こと。 

３．国基準を上回る手当を支給したことによる特別交付税の減額措置について撤廃す

るよう、国に働きかけること。 

以 上 
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別紙③ 

地方財政の充実・強化に関する意見書（モデル案）抜粋

7. 特別交付税の配分にあたり、諸手当等の支給水準が国の基準を超えている自

治体に対して、その取り扱いを理由とした特別交付税の減額措置を行わないこ

と。とりわけ地域手当については、全国で同様の職務を担っているにも関わらず、

支給割合に０～20％もの大きな格差が生じていること、近隣自治体間における

支給割合の差により人材確保上の困難が生じていることから、自治体の自己決

定権を尊重し、特別交付税の減額措置を廃止すること。

※下線部が今回追記部分
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別紙④ 給与制度見直しにむけた想定スケジュール

公務労協 自治労本部 県本部・単組

2024年3月
3/27 臨時拡大労担：対総務省取り組み提起

2024年4月

4/23 労担（人勧期闘争提起）
4/25 県代

2024年5月

５月末中央委（人勧期闘争決定）

2024年6月
6/中旬 公務員部長交渉
    （署名提出）

2024年7月 人勧期交渉

8/● 人勧対策会議
8/29-30 定期大会

2024年9月 中旬 労担（確定闘争方針提起）

2024年10月
2024年11月 第2週 確定闘争ヤマ場
2024年12月

2024年8月

総務省給与分科会中間報告（想定）

給与分科会最終報告

人事院勧告

人事院措置事項案の提示（GW明けの予定）

・公務員部長交渉 ・対総務省署名
・三団体要請 ・人事委員会交渉

・地方議会決議
・市長会・町村会要請

対総務省の取り組み（案）

・公務員部長交渉 ・人事委員会交渉
総務省最終報告を受けた取り組み

・公務労協を通じた
意見反映

・人事委員会交渉
人勧期闘争
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2024年度診療報酬改定による賃上げの取り組みについて 

1. 経過

2024 年の診療報酬改定により、ベースアップ評価料の新設と入院基本料・初再診料の引き

上げによる医療機関で働く職員の賃上げが措置されました。医療の質の担保と向上には人

員確保が必要であり、そのためには業務量や責任に見合った賃上げが必要不可欠です。地

域医療を守るため公立病院でも賃上げを確実に進めるための取り組みが求められています。 

2. 取り組みの目標

(1) 医療機関を組織化している全ての単組は、要求書を提出し、交渉、妥結（書面化・協約

化）を行う。

(2) 医療機関で勤務する全ての職員の賃金を 2.3％以上引き上げる。

(3) 6 月から賃上げを実施する（遡及を含む）。

3. 各単組の取り組み

(1) 2024 年 4 月末までの取り組み

① 診療報酬改定による賃上げに関する要求書を提出し交渉を開始する。

② 労使合意の上で賃上げを行うことを確認する。

③ 6月からベースアップ評価料を算定できるよう交渉スケジュールを確認する。

（6 月から算定するための届け出期間は 5 月 2日～6 月 3 日まで）

④ 診療報酬改定による賃上げの仕組みについて労使で内容を共有し確認する。

⑤ 診療報酬改定による賃上げと人事院勧告とは切り分けて考えることを確認する。

⑥ 診療報酬改定による賃上げ財源総額を確認する。

⑦ 診療報酬改定による賃上げが実施されるよう自治体議員に働きかけを行う。

(2) 2024 年 5 月末までの取り組み

① 2024 年 6 月 3 日までにベースアップ評価料を申請し、6 月から算定させる。

② 賃上げの対象者：医療機関で勤務し、直接雇用する全ての職員を対象とする。

③ 賃上げ方法：人事院勧告とは分けて考えるために、月額手当による改善を基本とする。 

④ 賃上げ額：全職員均一の賃上げ額を基本とする。

病院事情により改善額に差をつける場合は、労使合意の上実施する。

⑤ 賃上げ開始時期：6月から賃上げ実施を基本とする。

条例・規則改定や就業規則・給与規定の改定に時間を要する場合は 6月遡及させる。

⑥ 注意点：診療報酬の賃上げを理由に他の合理化提案をさせない。

例：手当の廃止や減額、一時金の削減や業績連動、退職金支給規定の見直し、人事

院勧告の完全凍結や一部凍結、休暇制度の改悪、人事評価制度の賃金反映など。

※6 月にベースアップ評価料を算定できなかった場合は、できるだけ早期算定にむけ引き

続き交渉を行う。 
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4. 交渉状況と結果の共有

(1) 現時点の状況を以下の Google フォームに入力する。進展や妥結した場合には再度入力

する。

https://forms.gle/LpPzb5WWFmViCcrEA 

(2) Google フォームの結果については、以下のスプレットシードで共有し確認する。

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eeQr-

uVTmEjafdqNwef3ynCw30QwTUPCTBlQ7jGR5Y4/edit?usp=sharing 

5. 賃上げ実施と条例等改定の確認・組合員への周知

(1) 賃上げについて、労使で妥結した内容を書面化・協約化を行い、条例や就業規則など必

要な改定を行う。改定については、今後の診療報酬改定による更なる賃上げに対して柔

軟に対応できるようにする。

(2) 組合員に取り組みとその結果は、機関紙等を用いて周知する。

6. 関連資料

(1) 2 月 15 日 医師会と厚生労働省主催の説明会動画と資料

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00248.html 

(2) 3 月 5 日 厚生労働省解説動画と資料

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html 
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≪2024 年度診療報酬改定による賃上げにむけたモデル要求書 解説付き≫ 

2024 年〇月〇日 

〇〇〇病院 〇〇〇〇様 

 〇〇〇労働組合 

執行委員長 〇〇〇 

2024 年度診療報酬改定による賃上げに関する要求書 

 2024 年度診療報酬改定において、医療従事者等の賃上げが措置されました。

医療の質の維持・向上には適切な人員確保が欠かせません。医療現場では、多忙

な業務に加え、高い専門性と責任が求められますが、これらに見合う賃金体系と

は言い難い状況です。医療従事者等の賃金改善は、人員確保及び離職防止に不可

欠です。今回の診療報酬改定の趣旨を踏まえ、医療機関に勤める職員の賃金改善

（ベースアップ）にむけ以下の要求を提出します。貴職におかれましては、速や

かに検討をお願いします。そして、誠意のある回答を書面でもって、４月●日ま

でに示されるとともに、労使交渉による合意のうえ、決着をはかられるよう要求

します。 

記 

1. 2024 年度診療報酬改定により措置された財源をもとに 2.3％以上の賃上げ

を行うこと

診療報酬による賃上げ 2.3％の根拠 

2023 春季生活闘争において、厚生労働省の調査によると定期昇給を含め 3.60％

（連合の調査では 3.58％）の賃上げが行われた。しかし、医療現場では、料金

が公定価格で決まっているため価格転嫁できず他産業に比べ十分な賃上げが実

施されていなかった。この状況を踏まえ 2024 年度診療報酬改定では 2024 年度

＋2.5％、2025 年度はさらに＋2.0％の賃上げ（ベースアップ）を実現するため

の診療報酬改定が行われた。診療報酬は 2 年間の措置なので 1 年平均すると

3.5％｛（2.5％＋4.5％）/2 年｝。3.5％の内訳は、①医療機関の過去の実績をベ

ースに 0.6％、②診療報酬改定による上乗せの活用で 2.3％、③賃上げ促進税制

の活用で 0.6％となっている。診療報酬改定により新設されたベースアップ評価

料を用いて 2.3％以上の賃上げを労働組合として求める。 

賃上げ方法については、基本給又は毎月決まって支払われる手当の引き上げが

原則となっている。自治労としては、診療報酬による賃上げと人事院勧告による
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プラス改定の両方を獲得するために、人事院勧告と診療報酬による賃上げとは

切り分けて考え交渉を行う。診療報酬による賃上げ方法は月額手当による一律

額を基本として求める。 

2. ベースアップ評価料を 6 月から算定し、賃上げを行うこと

2024 年度診療報酬改定により、外来・在宅（歯科）ベースアップ評価料（Ⅰ）・

（Ⅱ）、入院ベースアップ評価料、訪問看護ベースアップ評価料（Ⅰ）・（Ⅱ）が

新設された。施設基準は、保険医療機関（保険証が使える医療機関）で、要件は

賃上げを実施することとなっている。ベースアップ評価料を算定しないと賃上

げ財源が得られないため,医療機関にベースアップ評価料を算定させる必要が

ある。 

3. 初再診料と入院基本料の引上げ財源を用いて、賃上げを行うこと

40 歳未満の勤務医師や事務職員等の賃上げの措置として初再診料と入院基本料

の引上げが行われた。これはすでに特別な申請を行わずとも財源が得られる。た

だし、賃上げにどの程度使わなければならないという基準は定められていない。

また、報告も一部の医療機関に確認という程度のため賃上げが行われない可能

性がある。労働組合としては、診療報酬改定の趣旨に基づき事務職員・給食調理

員等の賃上げを確実に行うよう求める必要がある。 

4. 医療機関で勤務する全ての職員の賃上げを行うこと。また、賃上げ額につい

ては、一律を基本とすること

2022 年 10 月に新設された看護職員処遇改善評価料の際は、薬剤師や事務職員、

給食調理員等が対象外とされ大きな問題があった。今回は、現場の不公平となら

ないよう労働組合としては全ての職員の賃上げを求める。事務職員や給食調理

員は、ベースアップ評価料による賃上げ対象となっていないが、初再診料や入院

基本料の引上げを財源として賃上げを求める。無床診療所と訪問看護ステーシ

ョンのベースアップ評価料は 1.2％の賃上げ財源となっているが、病院同様に

2.3％以上の賃上げを求める。 

5. 診療報酬による賃上げに関しては、労働組合と十分な協議を行い、合意のう

えで実施すること

賃金労働条件については、労使の協議事項である。要求―交渉―妥結（書面化・

協約化）のサイクルを確立させる必要がある。 

以上 
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⾃治労発2024第(⾃動採番)号
(⾃動設定)

全⽇本⾃治団体労働組合
中央執⾏委員⻑  ⽯上 千博

（総合労働局）

各県本部委員⻑様

2024年度「⾃治体賃⾦等制度調査」の実施について

 連⽇のご奮闘に敬意を表します。
 さて、標記の調査について、今後の賃⾦闘争の基礎資料とするため、2022年度に続き下
記の通り調査を実施いたします。お忙しい中とは存じますが、調査趣旨をご理解の上、ご協
⼒をお願いいたします。

記

１．調査⽬的
 2024確定闘争・2025春闘をはじめとする、今後の賃⾦闘争の基礎資料として活⽤する。

２．調査対象
・すべての⾃治労登録の⾃治体単組。ただし、臨時・⾮常勤等単独組合を除きます。
・⾃治体内に複数の⾃治労加盟組合がある場合（現業職場や病院職場が独⽴した組合となっ
ているケースなど）には、この調査の依頼を受けた組合が⾏政職以外についても取りまとめ
て回答してください。
・今回調査では、従来から⾏っていた⾏政職、現業職、保育職、看護職の賃⾦制度に関する
調査に加え、中途採⽤者の前歴換算、⼿当制度、暫定再任⽤職員の給料等についての設問も
設けています。

３．調査⽅法
・今回はウェブ調査として⾏います。⾃治体（組合）ごとに回答サイトのURLを⽰した依頼
状（PDFファイル）を作成していますので、県本部は⾃治体（組合）に依頼状を送付してく
ださい。
・単組は、依頼状に⽰されたURLにアクセスすると、前回2022年度に提出した回答を確認
しながら回答することができます。（単組が提出した回答にエラーがあり、県本部・本部の
判断で回答を修正している場合もあります。その場合は、修正後のデータが反映されていま
す）
・回答の開始時点ではすべての設問が表⽰されていますが、対象職員がいないなど、回答内
容に応じて対象外となる設問は⾮表⽰になります。
・回答は労働調査協議会（本調査の委託先）に直接集約されます。
・単組の集約状況、回答⼀覧を県本部ごとにご確認いただけます。確認⽅法とアクセス先を
記載したPDFファイルを配布しますので、そちらから適宜ご確認をお願いします。

４．調査基準⽇ 
 2024年４⽉１⽇（調査票の回答は、４⽉１⽇時点のデータとします）

５．依頼状等の配布について

象 （ ） ⾃ （ ）ご （31



以上

・①対象組合⼀覧（エクセルファイル）、②⾃治体（組合）ごとの依頼状（PDFファイ
ル）、③県本部の確認⽤サイト案内（PDFファイル）を配布します。
・上記３種のファイルを各県本部の共有ディスク（フォルダ名「県本部名_2024賃⾦等制
度調査」）に格納します。調査票は単組ごとに作成していますので、速やかに単組へ配布を
お願いします。
・依頼状については予備を３部⽤意しています。ここに記載のURLは予備の回答ページとな
っていますので、県本部での動作確認や掲載のない組合への依頼が必要な場合にご利⽤くだ
さい。
・共有ディスクのない⻘森、栃⽊、京都、奈良については、ガルーンメッセージにて直接デ
ータを送付いたします。

６．回答期限
 ５⽉３１⽇（⾦）
※本部は、６〜７⽉にデータを精査・分析し、2024確定闘争期前に調査結果を報告するこ
とをめざしますので、期⽇までに回答していただけるよう、ご協⼒をお願いいたします。
 また、最終的には、「⾃治労賃⾦資料」として編集し、各単組に配布する予定です
（2022年度のものは、「⾃治労賃⾦資料No.223」にまとめています）。

７．回答上の留意点
 回答上の留意点については回答ページの冒頭にまとめています。

８．お問い合わせ
 総合労働局 TEL03-3263-0287（担当︓⾼⼭・津⽥）
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